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【一級技能士】 下村和之 下村数春

御前崎 ☎ 

ス
マ
ホ
な
ん
で
も
相
談
会	

を
実
施

　
ス
マ
ホ
を
買
っ
た
け
ど
使
い
方
が
分

か
ら
な
い
、
Ｌ
Ｉ
Ｎ
Ｅ
を
使
い
た
い
な

ど
相
談
内
容
は
自
由
で
す
。
貸
出
端
末

も
あ
り
ま
す
の
で
、
ス
マ
ホ
を
持
っ
て

い
な
い
人
で
も
相
談
で
き
ま
す
。

日　
時　
令
和
７
年
12
月
22
日
㈪
、
令

和
８
年
1
月
29
日
㈭
、2
月
27
日
㈮
、

3
月
27
日
㈮　
10
時
～
16
時

※
相
談
時
間
は
１
人
25
分
ま
で

場　
所　
御
前
崎
ケ
ー
ブ
ル
テ
レ
ビ

申
込
方
法　
照
会
先
に
電
話（
予
約
制
）

参
加
料　
無
料

照　
会　
㈱
御
前
崎
ケ
ー
ブ
ル
テ
レ
ビ

　
☎
０
５
３
７
�
８
８
８
２

交
通
事
故
の
補
償
問
題
で

お
困
り
の
方
へ

　
自
動
車
事
故
の
被
害
に
遭
い
、
示
談

を
め
ぐ
る
損
害
賠
償
の
問
題
で
お
困
り

の
人
へ
、セ
ン
タ
ー
の
弁
護
士
が
中
立・

公
正
な
立
場
で
、
当
事
者
間
の
紛
争
解

決
の
お
手
伝
い
を
し
ま
す
。
被
害
者
ご

本
人
が
損
害
賠
償
問
題
の
法
律
知
識
が

な
か
っ
た
り
、
交
渉
に
不
慣
れ
で
あ
っ

て
も
安
心
で
す
。

　
法
律
の
専
門
家
を
活
用
す
る
こ
と
に

よ
り
、
早
期
に
紛
争
解
決
を
図
る
こ
と

が
で
き
ま
す
。
セ
ン
タ
ー
で
の
弁
護
士

費
用
は
、
解
決
す
る
ま
で
一
切
か
か
り

ま
せ
ん
。
ま
ず
は
、
電
話
で
予
約
を
お

願
い
し
ま
す
。

照　

会　

交
通
事
故
紛
争
処
理
セ
ン

タ
ー
静
岡
相
談
室

☎
０
５
４（
２
５
５
）５
５
２
８

大
井
川
農
業
用
水
が
断
水	

早
め
の
対
策
を

　
中
部
電
力
㈱
川
口
発
電
所
の
法
定
点

検
の
実
施
に
伴
い
、
大
井
川
農
業
用
水

が
完
全
断
水
し
ま
す
。
農
業
用
水
を
使

用
し
て
い
る
皆
さ
ま
は
、
早
い
時
期
か

ら
の
断
水
対
策
を
お
願
い
し
ま
す
。

断
水
期
間　
令
和
８
年
１
月
１
日
㈭
～

８
日
㈭

照　
会　

▼
大
井
川
右
岸
土
地
改
良
区

　
☎
０
５
３
７
�
２
４
１
３

▼
農
林
水
産
課

　
☎
０
５
３
７
�
１
１
２
５

所
得
税
の
申
告
相
談
を	

受
け
付
け
ま
す

　
令
和
８
年
１
月
５
日
㈪
～
２
月
9
日

㈪
の
期
間
、
税
務
署
で
の
申
告
相
談

を
、
事
前
予
約
制
に
よ
り
実
施
し
て
い

ま
す
。
事
前
予
約
の
方
法
は
、
Ｌ
Ｉ
Ｎ

Ｅ
ま
た
は
電
話
で
す
。「
国
税
庁
Ｌ
Ｉ
Ｎ

Ｅ
公
式
ア
カ
ウ
ン
ト
」を
友
だ
ち
追
加

し
て
い
た
だ
く
と
、
令
和
７
年
12
月
下

旬
以
降
、
順
次
予
約
が
可
能
と
な
り
ま

す
の
で
、
ぜ
ひ
ご
利
用
く
だ
さ
い
。

※
当
日
受
付
は
実
施
し
て
い
ま
せ
ん
。

照　
会　
掛
川
税
務
署

　
☎
０
５
３
７
�
５
１
４
１（
自
動
音

声
の
案
内
に
従
い「
2
」を
選
択
し
て

く
だ
さ
い
）

　
　
　
　

▲国税庁LINE

手
洗
い
は
食
中
毒
と	

感
染
症
予
防
に
有
効
で
す

　
ノ
ロ
ウ
イ
ル
ス
に
よ
る
食
中
毒
や
感

染
性
胃
腸
炎
は
、
一
年
を
通
し
て
発
生

し
ま
す
が
、
特
に
冬
季
に
流
行
す
る
傾

向
が
あ
り
ま
す
。
ノ
ロ
ウ
イ
ル
ス
食
中

毒
を
予
防
す
る
た
め
に
は
、
手
洗
い
と

加
熱
が
最
も
重
要
で
す
。
調
理
前
後
や

ト
イ
レ
の
後
に
は
石
け
ん
で「
2
度
洗

い
」を
実
施
し
ま
し
ょ
う
。
ま
た
、
カ

キ
な
ど
の
二
枚
貝
は
、
中
心
部
ま
で

「
85
度
〜
90
度
で
90
秒
以
上
」加
熱
す
る

こ
と
が
必
要
で
す
。
食
品
に
ウ
イ
ル
ス

を「
つ
け
な
い
」た
め
に
、
下
痢
や
お
う

吐
症
状
の
あ
る
人
は
調
理
作
業
を
避
け

る
べ
き
で
す
。
調
理
器
具
や
共
有
ス

ペ
ー
ス
は「
次
亜
塩
素
酸
ナ
ト
リ
ウ
ム
」

で
消
毒
す
る
こ
と
も
有
効
で
す
。

照　
会　
静
岡
県
西
部
保
健
所
掛
川
支
所

　
☎
０
５
３
７
�
３
２
６
２

OMAEZAKI 14


